
告 示

◉金沢市告示第180号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項の規定により地縁による団体の告示された事項の変更の届

出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

　　令和７年５月12日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

区　分 変更事項 変　更　前 変　更　後 変更年月日

高柳町町会
代表者の氏

名及び住所

安井　淳

金沢市高柳町チ105番地

佐藤　博

金沢市高柳町６の14番地４

令和７年

４月１日

太陽が丘ひ

まわり町会

代表者の氏

名及び住所

坂本　伸二

金沢市太陽が丘２丁目85番地

萩原　靖彦

金沢市太陽が丘２丁目172番地

戸水町会
代表者の氏

名及び住所

本田　芳宏

金沢市戸水１丁目395番地

水戸　俊樹

金沢市戸水１丁目363番地

袋板屋町会

主たる事務

所の所在地
金沢市袋板屋町イ83番地１ 金沢市袋板屋町ロ81番地

代表者の氏

名及び住所

西川　幸平

金沢市袋板屋町イ83番地１

中井　一雄

金沢市袋板屋町ロ81番地

つつじが丘

町会

代表者の氏

名及び住所

角本　豊

金沢市つつじが丘376番地

奈良　献児

金沢市つつじが丘90番地

令和７年

４月６日

八日市南二

町会

代表者の氏

名及び住所

合田　等

金沢市八日市２丁目112番地１

森田　光一

金沢市八日市２丁目85番地３

山科町葵が

丘町会

主たる事務

所の所在地
金沢市山科町東76番地 金沢市山科町東７番地

代表者の氏

名及び住所

谷口　三郎

金沢市山科町東76番地

横山　健

金沢市山科町東７番地

大額新町会

主たる事務

所の所在地
金沢市大額町ヲ16番地３ 金沢市大額町ル39番地28

令和７年

４月13日代表者の氏

名及び住所

土橋　信夫

金沢市大額町ヲ16番地３

伊勢呂　洋一

金沢市大額町ル39番地28
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大野町４丁

目上町会

代表者の氏

名及び住所

矢田　充

金沢市大野町４丁目51番地

辻󠄀　繁

金沢市大野町４丁目167番地

令和７年

４月18日

千木町会
代表者の氏

名及び住所

北村　義則

金沢市千木町ヲ17番地

𠮷岡　昌彦

金沢市千木町ル96番地５

令和７年

４月20日

中通り町町

会

主たる事務

所の所在地
金沢市森山１丁目19番24号 金沢市森山１丁目18番７号

令和７年

４月21日代表者の氏

名及び住所

浅野　成貞

金沢市森山１丁目19番24号

田中　章

金沢市森山１丁目18番７号

　

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第13条第１項の規定により土地区画整理事業の終了を認可したので、同

条第４項の規定において準用する同法第９条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和７年５月12日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

１　土地区画整理事業の名称

　　金沢市長田本町土地区画整理事業

２　施行者の名称

　　株式会社アクティブ中央サービス

３　事業施行期間

　　令和５年12月11日から令和８年３月31日まで

４　施行地区

　　金沢市長田本町チ及び南広岡町ハの各一部。地区内に介在する道路及び水路敷を含む。

５　施行認可の年月日

　　令和５年12月１日

６　終了認可の年月日

　　令和７年４月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を取り消したので、建築

基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により、次のとおり公告します。

　なお、関係図書は、金沢市都市整備局建築指導課において縦覧に供します。

　　令和７年５月12日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

取り消した道路の位置等

指定番号 指定取消しの年月日 取り消した指定道路の位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

第104号 令和７年４月17日 金沢市富樫１丁目９番１先から９番６先まで 36.36 4.60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を一部取り消したので、

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により、次のとおり公告します。

　なお、関係図書は、金沢市都市整備局建築指導課において縦覧に供します。

　　令和７年５月12日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

一部取り消した道路の位置等

指定番号 指定取消しの年月日 取り消した指定道路の位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

第225号 令和７年４月17日 金沢市長田本町チ22番２先から19番２先まで 60.0 5.76

公 告
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◉金沢市公営企業告示第９号

　令和４年公営企業告示第12号（水道料金及び下水道使用料の収納事務の委託について）の一部を次のように改正し

ます。

　　令和７年５月12日

金沢市公営企業管理者　　松　　　田　　　滋　　　人　　

　第３項中「令和９年５月31日」を「令和７年３月31日」に改める。

公 営 企 業 告 示
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